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平成25年第1回定例会では、次の議案等が審議さ

れ、議決されました。

概　　　　　要議　案　名議案番号

議 案 第 2 号

議 案 第 3 号

議 案 第 4 号

議 案 第 5 号

議 案 第 6 号

議 案 第 7 号

議 案 第 8 号

議 案 第 9 号

地域社会における共生の実現に向けて新た
な障害保健福祉施策を講ずるための関係法
律の整備に関する法律の施行に伴う関係条
例の整理に関する条例の制定について

津市指定地域密着型介護予防サービスの事
業の人員、設備及び運営並びに指定地域密
着型介護予防サービスに係る介護予防のた
めの効果的な支援の方法の基準等に関する
条例の制定について

津市道路の構造の技術的基準等に関する条
例の制定について

津市準用河川管理施設等の構造の技術的基
準に関する条例の制定について

津市常勤の監査委員の給与及び旅費に関す
る条例の一部の改正について

津市市民活動センターの設置及び管理に関
する条例の一部の改正について

津市駐車場事業の設置等に関する条例の一
部の改正について

津市指定地域密着型サービスの事業の人員、
設備及び運営の基準等に関する条例の制定
について

常勤の監査委員に支給する給料月額を、平成26年3月31日を期限
として、0.05か月分に相当する額を減じる

津市コミュニティバスの設置及び管理に関
する条例の一部の改正について

利便性の向上を図るため、コミュニティバスの路線変更を行うこ
とによる条文の整備

津市まん中こども館の指定管理者の指定に
ついて

特定非営利活動法人津子どもＮＰＯセンター（平成25年7月1日
から平成29年3月31日まで）

津市就学指導委員会条例の一部の改正につ
いて

活動内容と名称の整合を図るため、委員会の名称を津市教育支援
委員会に改めるほか、所掌事務などの所要の改正

津市市長及び副市長の給与及び旅費に関す
る条例の一部の改正について

市長及び副市長に支給する給料月額を、平成26年3月31日を期限と
して、市長は0.1か月分、副市長は0.07か月分に相当する額を減じる

津市職員の給与に関する条例の一部の改正
について

管理職手当の月額を、平成26年3月31日を期限として、規則で定め
る者に限り、手当算出額から0.1か月分以内に相当する額を減じる

奥津簡易水道の拡張事業により、水道施設を整備したことによる
当該簡易水道の給水区域を拡張するなどの所要の改正

津市教育委員会教育長等の給与及び旅費等
に関する条例の一部の改正について

教育長に支給する給料月額を、平成26年3月31日を期限として、
0.05か月分に相当する額を減じる

議 案 第 1 5 号

議 案 第 1 6 号

議 案 第 1 7 号

議 案 第 1 8 号

議 案 第 1 9 号

議 案 第 2 0 号

議 案 第 2 2 号

議 案 第 2 3 号

津市証人等に対する実費弁償に関する条例
の一部の改正について

河川法の改正により、市長が管理する準用河川に設ける河川管理施
設等の構造の技術的基準について必要な事項を定める条例の制定

介護保険法の改正により、指定地域密着型サービスの事業の人員、
設備及び運営に関する基準等について必要な事項を定める条例の
制定

同法律の施行により、障害者自立支援法の題名が障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改正されたこと
などから、関係条例の条文等を整理するための条例の制定

介護保険法の改正により、指定地域密着型介護予防サービスの事
業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス
に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等につ
いて必要な事項を定める条例の制定

道路法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法
律の改正により、津市が管理する市道の構造の技術的基準等につ
いて必要な事項を定める条例の制定

津センターパレスにおける津市市民活動センターの施設配置を変
更するとともに、津市まん中交流館を津市市民活動センターに併
合して施設を整備することによる所要の改正

平成26年4月1日から、一志地域の大井小学校、波瀬小学校、川
合小学校及び高岡小学校をそれぞれ廃止し、現在の川合小学校及
び高岡小学校の校舎を使用し、新たに一志東小学校及び一志西小
学校を設置する

都市公園法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す
る法律の改正に伴う津市が管理する都市公園の設置基準等につい
ての条文の整備

津市営フェニックス通り駐車場及びアスト駐車場について、一般
会計の負担による30分無料化事業を廃止し、駐車場事業会計での
負担とすることによる料金体系の改定

津市の景観に関して、長期的な視野に立った景観づくりを推進す
るとともに、良好な景観を次世代に継承し愛着と誇りの持てる豊
かなまちの実現を目的として、景観法の施行及び景観づくりに関
して必要な事項を定める条例の制定

議 案 第 1 2 号

議 案 第 1 3 号

議 案 第 1 4 号

可決された議案

【全会一致（出席全議員が賛成）で可決された議案】

議 案 第 1 1 号

議 案 第 1 0 号

津市特別会計条例の一部の改正について

津市景観条例の制定について

津市都市公園条例の一部の改正について

津市立学校設置条例の一部の改正について

津市簡易水道条例の一部の改正について

リサイクルセンター建設用地として、津市片田田中町1434番ほか
4筆（7,039㎡）の取得　4,752万6,615円

財産の取得について

地方自治法の改正に伴う引用条文の整理

事業の終了に伴う津市風力発電事業特別会計の廃止


